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非常災害時における対応について(改訂) 

 

新たな防災気象情報の運用が開始され、「レベル表示」や「危険警報」が設けら

れました。市教育委員会の対応に合わせて下記のようにしますので、よろしくお願い

いたします。基本的には、安全を第一に考えた行動をとっていただければと思います。

（市からの通知もご確認ください。） 

 

 

 

登校前(午前 6時の時点)において、津山市にいずれかの「警報」が発令されてい

る場合は「休校」とします。 

 

 

 

   ただし、午前 6 時以降に警報が発令された場合には、北陵中学校区の小中学

校長・教育委員会で対応を協議し、スクリレで配信しホームページに掲載します。 

 

 

※登校中や登校後に上記の警報が発令された場合には、お子様の安全を第一に 

考え、状況を判断し、下校等の決定をします。緊急に下校させる場合には、スクリ

レで配信をするとともに職員が下校指導をします。  

 



非 常 災 害 時 におけ る対 応 につい て

令和 8 年 5 月 29 日

津 山 市 教 育 委 員 会

※ 危険警報…レベル４大雨危険警報、レベル４土砂災害危険警報、

レベル４氾濫危険警報

特別警報…レベル５大雨特別警報、レベル５土砂災害特別警報、

レベル５氾濫特別警報、

暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報

１ 登校前（午前６時の時点）において「レベル４危険警報」及び「レ
※

ベル５特別警報」「暴風特別警報」「暴風雪特別警報」「大雪特別警報」

が発令されている場合、市内小・中学校は休校とする。

２ 登校前（午前６時の時点）において次の警報が発令されている場合、

市内小・中学校は休校とする。

□レベル３大雨警報 □レベル３土砂災害警報

□レベル３氾濫警報 □暴風警報

□暴風雪警報 □大雪警報

３ 地震、Jアラートの作動等については、地域の非常災害の状況によ

り、学校長が判断して対応すること。学校独自で特別な措置をした場

合は、早急に学校教育課に報告すること。

また、給食中止を決定した段階で、保健給食課に連絡するとともに、

各学校食育センターに連絡すること。

◇上記１～２において、市内一斉休校とした場合は、津山市学校管理

規則第７条に基づく報告（様式第５号）は省略する。

学校用写


